
   津市職員等の公益通報に関する要綱 

  平成２０年７月１１日訓第６０号  

改正 平成２２年４月１日訓第３１号 

   令和２年６月３０日訓第４９号 

   令和３年５月３１日訓第４２号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市の職員等による公益通報を適切に処理するための基

本的事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、市政の適法かつ公正な

運営を推進することにより市政に対する住民の信頼の確保に資することを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 職員等 次に掲げるものをいう。 

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する

一般職に属する職員及び同条第３項第３号に規定する非常勤職員に属す

る職員をいう。 

イ 本市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業

務に従事している者 

ウ 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の役員及びその管理

する公の施設の管理業務に従事している者 

 ⑵ 公益通報 職員等が、市政の適法かつ公正な運営を期するために、本市

の事務事業（本市が委託し、又は請け負わせた業務及び指定管理者が管理

する公の施設の管理業務を含む。以下同じ。）に関する違法又は不当な行

為に関して通報することをいう。 

 ⑶ 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。 

 （公益通報窓口） 

第３条 公益通報の窓口（以下「公益通報窓口」という。）は、内部統制室に

置く。 



 （公益通報の方法） 

第４条 職員等は、本市の事務事業に関し次に掲げる事実があると思料すると

きは、公益通報窓口に対して、文書（電子メールを含む。）又は面談その他

適切な方法により公益通報をすることができる。 

⑴ 法令（条例、規則等を含む。）に違反し、又は違反するおそれのある事

実 

⑵ 人の生命若しくは身体の保護又は利益の擁護、環境の保全、公正な競争

の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれのある事実 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、本市の事務事業に係る不当な事実 

２ 職員等は、公益通報に当たっては、原則として実名により行うものとする。 

ただし、通報事実等に係る客観的な資料を示して公益通報をするときは、こ

の限りでない。 

３ 職員等は、他人の正当な利益又は公共の利益を害する目的で公益通報をす

ることはできない。 

 （公益通報委員会の設置等） 

第５条 公益通報を処理するため、公益通報委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 公益通報に係る調査に関すること。 

 ⑵ その他公益通報を適切に処理するために必要な事項 

（委員の構成等） 

第６条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。 

２ 委員長には津市副市長事務分担規則（平成１８年津市規則第２４２号）第

２条第２号に規定する副市長を、副委員長には内部統制室長をもって充てる。 

３ 委員には、政策課長、検査課長、危機管理課長、法務室長及び人事課長を

もって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

６ 委員会は、公益通報の処理について、必要に応じ、法律顧問の意見を求め

ることができる。 

７ 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

８ 委員会の庶務は、内部統制室において処理する。 



９ 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 （公益通報の取扱い） 

第７条 公益通報窓口は、公益通報を受けたときは、その内容を聴取し、公益

通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報に係る趣旨の確認に努めなければな

らない。 

２ 公益通報窓口は、公益通報を受けたときは、委員長（委員長に関係する公

益通報にあっては、副委員長。以下同じ。）に報告しなければならない。 

３ 委員長は、前項の規定による報告を受けたときは、委員会を招集しなけれ

ばならない。この場合において、公益通報の内容が委員に関係するものであ

るときは、当該委員を除外しなければならない。 

 （委員会の調査） 

第８条 委員会は、公益通報に関し必要な調査を速やかに開始しなければなら

ない。 

２ 委員会は、調査の対象となる関係部局の部長（担当理事及び総合支所長を

含む。以下同じ。）に調査を依頼することができることとし、関係部局の部

長は、関係者からの事情聴取など必要な調査を速やかに行い、その結果を委

員会へ報告するものとする。 

３ 職員は、前項の調査に協力しなければならない。 

４ 委員及び第２項の部長は、同項の調査により知り得た秘密を他に漏らして

はならない。 

 （調査結果の報告等） 

第９条 委員会は、調査の結果を市長に報告するとともに、公益通報者に対し、

その結果を通知しなければならない。ただし、公益通報者が匿名である場合

又は当該通知を希望しない場合は、この限りでない。 

２ 市長は、違法又は不当な事実があるときは、直ちに是正措置を講ずるとと

もに、当該関係者に対して処分その他適切な措置を講じなければならない。 

３ 市長及び職員は、違法又は不当な事実の再発防止に努めなければならない。 

 （公益通報者の保護） 

第１０条 公益通報者は、公益通報をしたことを理由にいかなる不利益な取扱

いも受けない。 

２ 公益通報者に関する情報は、非公開とする。 

 （運用状況の公表） 



第１１条 市長は、公益通報の件数等について、毎年度公表するものとする。 

 （市長部局以外のこの要綱の適用） 

第１２条 公益通報の内容が市長以外の執行機関に関するものであるときは、

委員会は、当該執行機関の長に通知を行うものとし、当該通知を受けた執行

機関の長は、市長に準じて必要な措置を講じなければならない。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成２０年７月１４日から施行する。 

   附 則（平成２２年４月１日訓第３１号） 

 この訓は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月３０日訓第４９号） 

 この訓は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月３１日訓第４２号） 

この訓は、令和３年６月１日から施行する。 


